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1――企業の人件費抑制姿勢は緩まず 

賃金の上昇ペースは依然として遅い。法人企業統計によると、2016 年の経常利益は過去最高水準に

達しているにもかかわらず、賃金はピーク時である 2007 年の水準を▲6.9％下回っている（図表１）。 

背景には、長い経済低迷の中で根付いた人件費抑制

姿勢を企業が緩めていないことが挙げられる。企業が

生み出した付加価値のうち人件費にどれだけ回したか

を示す労働分配率は、2009 年をピークに低下傾向が続

いている。安倍政権発足後、３年連続となるベースア

ップが実現したものの、労働分配率は依然として低水

準にある。こうした企業の根強い人件費抑制姿勢は消

費の下押し要因となる可能性があることから、春闘で

は賃上げの動向が注目を集めている。  

そうした中、2017 年春闘で経営側の指針となる「経

営労働政策特別委員会報告（2017 年 1 月公表）」（日

本経済団体連合会）において、増加を続ける社会保険

料が賃金決定に大きな影響を及ぼすことが指摘されて

おり、経営側から政府に対して社会保険料の増加を抑制するなどの社会保障制度改革を求める考えが

示された。 

 

2――企業の社会保障負担増による影響 

 企業の社会保障負担注１の推移をみると、2004 年の年金制度改正や高齢化の進展、医療の高度化に 

                                                
注１ 労使折半となっている厚生年金、組合健康保険、協会けんぽ等の保険料負担のうち事業主分 
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図表１ 賃金の上昇ペースは遅い
（兆円） （兆円）

経常利益 賃金_右目盛

（暦年）

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

1995 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

（暦年）（資料）財務省「法人企業統計」
（注）賃金＝従業員給与＋従業員賞与＋役員給与＋役員賞与

労働分配率＝人件費計／（人件費計＋経常利益＋支払利息等
＋減価償却費合計）

労働分配率

16

16

第２次安倍政権発足

 

2017-03-24 

基礎研 

レター 

企業の賃上げ意欲を削ぐ社会 

保障負担 
 

 

 

 

経済研究部 研究員 岡 圭佑 

TEL:03-3512-1835 E-mail: koka@nli-research.co.jp 

 

ニッセイ基礎研究所 



 

2｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2017-03-24｜Copyright ©2017 NLI Research Institute All rights reserved 

対応した保険料率の引き上げにより増加の一途を辿

っている。国民経済計算によると、企業の社会保障

負担注２は 2000 年度の 19.1 兆円から 2015 年度には

25.7 兆円程度まで膨らんでいる（図表２）。 

一方、企業の社会保障負担率（社会保障負担の企

業収入注３に対する比率）は景気回復による企業収益

改善の影響で 2000 年代前半は低下傾向にあったも

のの、リーマン・ショックによる景気後退で企業収

入が急減したため、2007 年度の 14.6％から 2008

年度には 19.5％へと急上昇した。その後景気回復に

伴う企業収入の増加によって社会保障負担率の上昇

に歯止めがかかったが、社会保障負担が増加したこ

とで負担率は高止まりしている。このように、社会

保障負担が増加した場合、企業は賃金の低下もしく

は雇用の減少といった形で人件費の圧縮に動く可能

性がある。 

社会保障負担が総人件費に与える影響を定量的に

把握するため、一人当たり賃金や雇用者数、社会・労働保険料率等を基に、賃金に社会保険等費用を

加えた総人件費を試算した（図表３）。試算結果をみると、企業の社会保障負担を示す社会保険等費用

は年金制度改正や高齢化の進展とともに増加を続け、総人件費に占める社会保険等費用の割合は 2004

年の 11％から足もとでは 15％近くに達している。図表２と同様、社会保障負担の増加によって企業

の人件費負担が増大している状況が見て取れる。一方、賃金もベースアップが実現した 2014 年以降

増加を続けているが、景気回復期にあった 2000 年代前半やリーマン・ショック前の水準に比べれば

依然として低水準にある。つまり、賃金の上昇ペースは社会保険等費用の増加によって抑制されてい

ると解釈することもできる。 

 

3――雇用正規化の障害となる社会保障負担 

近年、社会保障負担の増加は雇用の正規化を妨げる要因になっている。 

厚生労働省が 2017 年 2 月に公表した 2016 年の賃金構造基本統計調査によると、雇用形態別の時

給は非正規雇用者の 1,112 注４円に対し、正規雇用者が 2,306 円と非正規雇用者の 2.1 倍に相当する（図

表４）。企業が負担する社会保険等費用を考慮すると、1 時間あたりの正規雇用者に係る人件費は非正

規雇用者の 2.4 倍にも膨らむ。正規雇用者は非正規雇用者よりも賃金水準が高いことに加え社会保険

料の負担を伴うため、企業が賃上げを実施すれば正規雇用者に係る人件費を増大させ、業績の圧迫要

                                                
注２ 国民経済計算における、雇主による社会保障基金（医療・年金等）及び民間金融機関である年金基金に対する負担金（基 

金、共済組合を除く） 
注３ 国民経済計算における、金融機関・非金融法人企業の営業余剰、財産所得を合計したもの 
注４

 正規雇用者は一般労働者の時給、非正規雇用者は短時間労働者の時給 
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図表３ 総人件費の試算
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（資料）総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本調査」「短時間労働者に対する被用者保険

の適用拡大」、全国健康保険協会公表資料により作成

（注）推計方法は最終頁の付注を参照
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因となる。 

賃上げによる一人あたり人件費への影響を雇用

形態別に試算したものが図表４である。試算結果

によると、月額 1,000 円の賃上げを実施した場合、

非正規雇用者に係る人件費は年間 1.2 万円増加す

るのに対し、正規雇用者の増加幅は 1.4 万円と非

正規雇用者よりも 2 割程度大きくなる。なお、当

試算では2016年10月から開始された非正規雇用

者に係る社会保険の適用拡大注５の影響を考慮し

ているが、適用拡大の対象は限定的であるため、

人件費への影響は軽微なものとなった。 

このように、同額の賃上げを実施した場合、正規雇用者では社会保険等費用の増加幅が大きくその

分非正規雇用者よりも人件費負担が大きくなるため、企業は正規雇用者を増やしにくく非正規雇用者

を優先するものと考えられる。実際、雇用者数はリーマン・ショック後の景気後退によって大きく減

少したものの、その後は景気回復に伴い非正規雇用者を中心に増加傾向にある（図表５）。足もとの雇

用者数を 2008 年の水準と比較すると、正規が▲1.6％の減少に対して非正規は 14.2％と雇用の増加が

顕著である。他方、総人件費の推移をみると、アベノミクスが始動した 2013 年以降賃金や雇用者の

増加とともに社会保険等費用が膨らむなか、企業が雇用の非正規化により人件費の削減に動いている

傾向も見て取れる（図表６）。非正規雇用者は賃金水準が低いことに加え、社会保険が適用されないケ

ースが多いことも、正規の代わりに非正規の雇用を増やす要因となっている。 

 

4――人件費負担増で賃上げがますます困難に 

企業収益が過去最高水準に達している中でも企業が人件費抑制姿勢を緩めない要因の一つに、社会

保障負担増の影響があることは見逃せない。個人消費が力強さを欠く中で賃上げの重要性が高まって

いるが、社会保障負担が増加すれば賃上げの動きを停滞させかねない。 

                                                
注５

 非正規雇用者の社会保険の適用条件は週 30時間以上勤務する者に限られていたが、適用拡大後は、①週 20時間以上、 

②月額賃金 8.8万円以上（年収 106万円以上）、③勤務期間 1年以上見込み、④学生は適用除外、⑤従業員 501人以上の

企業、の条件を満たす非正規雇用者が対象となった。厚生労働省の試算では適用拡大対象は約 25万人とされる 
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（資料）総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本調査」「短時間労働者に対する被用者保険

の適用拡大」、全国健康保険協会公表資料により作成

（注）賃上げによる年平均人件費への影響は、2016年の実績値をもとに試算

一時間あたり賃金・人件費の格差
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（資料）総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本調査」「短時間労働者に対する被用者保

険の適用拡大」、全国健康保険協会公表資料により作成

（注）各期間における変化率の平均。総人件費の推計方法は最終頁の付注を参照  
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昨年、日本商工会議所が実施した「人手不足への対応に関する調査」においても、賃上げに必要な

支援策として「社会保険料負担の軽減」を挙げる企業の割合が最も多い（図表７）。今後も、高齢化の

進展を背景に社会保障負担は増加することが見込まれることから、企業が賃上げを積極化することは 

ますます困難となることが予想される。 

政府は、デフレ脱却の手段として賃上げが不可

欠との判断から民間企業への賃上げ要請や賃上げ

促進減税を実施している。しかしながら、企業は

依然として人件費抑制姿勢を緩めておらず、ここ

数年の春闘は力強さを欠く状況が続いている。企

業に対して前向きな賃上げを促すためにも社会保

障制度改革を実施し、継続的な賃上げの基盤作り

を急ぐべきである。 
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（％、複数回答）（資料）日本商工会議所「人手不足への対応に関する調査（2016年7月）」  
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付注 総人件費の試算 

 

■計算方法 

 総人件費 ＝ ∑〔年齢別一人当たり正規雇用者の人件費 × 年齢別正規雇用者数 ＋ 年齢別一人当たり非正規

雇用者の人件費 × 年齢別非正規雇用者数〕 

年齢別一人当たり正規雇用者の人件費 ＝ 年齢別一人当たり正規雇用者の賃金 ×（1＋社会保険・労働保険

料率（事業主負担分）） 

年齢別一人当たり非正規雇用者の人件費 ＝ 年齢別一人当たり非正規雇用者の賃金 × （1＋社会保険・労働

保険料率（事業主負担分））  

 

■使用データ（いずれも暦年ベース） 

年齢別一人当たり正規雇用者の賃金 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における一般労働者の 6 月の定期給与を 12 倍し年間の賞与を加算 

年齢別一人当たり非正規雇用者の賃金 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における短時間労働者の 6 月の時給、1 日の労働時間及び労働日数を 

乗じたものを 12 倍し、年間の賞与を加算 

 雇用者数 

  総務省「労働力調査」を使用 

 社会保険・労働保険料率（事業主負担分） 

  65 歳未満 ＝ 健康保険料率 ＋ 介護保険料率（※） ＋ 厚生年金保険料率 ＋ 雇用保険料率 ＋ 労働災害 

保険料率 

 ※40 歳～65 歳の雇用者が対象  

   65 歳以上 ＝ 健康保険料率 ＋ 厚生年金保険料率 ＋ 労働災害保険料率 

出所：健康保険料率、介護保険料率…協会けんぽ 

厚生年金保険料率、雇用保険料率、労働災害保険料率…厚生労働省 


